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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は，設計基準事故時におい

て，工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでな

ければならない。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第十五条（加工施設への人の不法な侵入等の防止） 

１ 第１５条に規定する「設計基準事故時において，工場

等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないもの」とは，設

計基準事故を選定し，解析及び評価を行った結果，公衆

に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことが確認で

きるものをいう。 

２ 上記１の「公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えな

い」とは，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が５ｍSｖ

を超えないことをいう。ＩＣＲＰの１９９０年勧告によれ

ば，公衆の被ばくに対する年実効線量限度として，１ 

ｍSｖを勧告しているが，特殊な状況においては，５年間

にわたる平均が年当たり１ｍSｖを超えなければ，単一年

にこれよりも高い実効線量が許されることもあり得るとな

っている。これは通常時の放射線被ばくについての考え方

であるが，これを発生頻度が小さい事故の場合にも適用す

ることとし，敷地周辺の公衆の実効線量の評価値が発生事

故当たり５ｍSｖを超えなければリスクは小さいと判断す

る。なお，発生頻度が極めて小さい事故に対しては，実効

線量の評価値が上記の値をある程度超えてもそのリスクは

小さいと判断できる。 

３ 上記１の評価は，核燃料物質が存在する加工施設の各工

程に，機器等の破損，故障，誤動作あるいは運転員の誤操

作によって放射性物質を外部に放出する可能性のある事象

を想定し，その発生の可能性との関連において，各種の安

全設計の妥当性を確認するという観点から設計基準事故を

選定し評価することをいう。設計基準事故として評価すべ

き事例は以下に掲げるとおりとする。 

一 核燃料物質による臨界 

二 閉じ込め機能の不全（火災及び爆発並びに重量物落

下を含む。） 

４ 上記１の放射性物質の放出量等の計算については，技術

的に妥当な解析モデル及びパラメータを採用するほか，以

下の各号に掲げる事項に関し，十分に検討し，安全裕度の

ある妥当な条件を設定すること。 

一 放射性物質の形態，性状及び存在量 

二 放射線の種類及び線源強度 

三 閉じ込めの機能（高性能エアフィルタ等の除去系の

機能を除く。）の健全性 

四 排気系への移行率 

五 高性能エアフィルタ等の除去系の捕集効率 

六 遮蔽機能の健全性 

七 臨界の検出及び未臨界にするための措置 

記載なし 添付書類七 

イ．安全評価に関する基本方針

設計基準事故は，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の公衆に著

しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認する観

点から，安全設計上想定すべきものである。ＭＯＸ燃料

加工施設において，ＭＯＸ燃料加工施設における特徴，

取り扱う核燃料物質の形態及び取扱方法を踏まえて，核

燃料物質が存在するＭＯＸ燃料加工施設の各工程におけ

る機器等の故障等により，発生の可能性との関連におい

て想定される異常事象の中から設計基準事故を選定し，

安全設計の妥当性を確認する。 

安全設計の妥当性とは，設計基準事故時において，安

全機能を有する施設の機能により，工場等周辺の公衆に

放射線障害を及ぼさないことを確認することをいう。 

ロ．設計基準事故

(イ) 設計基準事故の評価事象

設計基準事故とは，発生頻度が低いものの当該事象が

発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設から多量の放射

性物質が放出するおそれがあるものとして，安全設計上

想定すべき事象とする。 

設計基準事故の評価によって確認する事項は，発生防

止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因にならないこと

に加え，拡大防止対策等の安全設計の妥当性である。 

安全機能の喪失を想定する対象は，設計基準事故はＭ

ＯＸ燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないことを確認する観点で選定，評価するこ

とを踏まえ，安全機能を有する施設のうち安全上重要な

施設とする。

事業許可基準規則を踏まえ，機能喪失と過度の放射線

被ばくとの関係で安全上重要な施設の機能として設定し

ている「臨界防止」と「閉じ込め機能」に着目し，放射

性物質を大気中に放出する可能性のある事象として，

「核燃料物質による臨界」と「閉じ込め機能の不全」を

設計基準事故の評価事象とし，その分類ごとに，ＭＯＸ

燃料加工施設の特徴，取り扱う核燃料物質の形態及び取

扱方法を踏まえて発生の可能性との関連において想定さ

れる異常事象を抽出し，その中からＭＯＸ燃料加工施設

から多量の放射性物質が放出するおそれのある事象を設

計基準事故として選定する。 

設計基準事故の選定に当たって考慮するＭＯＸ燃料加

工施設の特徴等を以下に示す。なお，以下のような特徴

を有することから，ＭＯＸ燃料加工施設においては，駆

動力を有する事象が無ければ，放射性物質が大気中へ放

出される事象につながることはない。 

(１) ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，ウラ

ン及びウランとプルトニウムの混合酸化物であり，化

学的に安定している。また，燃料製造における工程は

乾式工程であり，有機溶媒等の化学薬品を多量に取り

扱う工程はなく，化学反応による物質の変化及び発熱

が生じるプロセスはない。

(２) ＭＯＸ燃料加工施設では，密封形態のＭＯＸとして

燃料棒及び混合酸化物貯蔵容器を取り扱う。また，作

業環境中にＭＯＸが飛散又は漏えいすることのないよ

う，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット及びペレットはグ

ローブボックス等内で取り扱う。ＭＯＸの形態のう

ち，ＭＯＸ粉末は飛散しやすく，気相中へ移行しやす

いことから，グローブボックス内でのみ取り扱う。こ

のため，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックスは，

燃料加工建屋の地下３階に設置する。

(３) ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うＭＯＸは崩壊熱が小

さく，送排風機による除熱を期待しなくても，閉じ込

め機能が損なわれて大気中に放射性物質を放出する事

ＭＯＸ燃料加工施設に関して想定される異常事象の中から

設計基準事故を選定し，以下のとおり安全設計の妥当性を評

価する。  

設計基準事故の拡大の防止の観点から，安全機能を有する

施設は，設計基準事故時において，敷地周辺の公衆に放射線

障害を及ぼさないものであることを満たす設計とする。 

設計基準事故の評価については，放射性核燃料物質が存在

するＭＯＸ燃料加工施設内の各工程に，機器等の破損，故

障，誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射性物質を外

部大気中に放出する可能性のある事象を想定し，その発生の

可能性との関連において，各種の安全設計の妥当性を確認す

るという観点から，閉じ込め機能の不全の設計基準事故を選

定し評価する 。 

【追加要求事項】 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
故には至らない。 

(４) ＭＯＸ燃料加工施設における加工工程は，バッチ処

理であり，各処理は独立している。このため，異常が

発生したとしても工程停止の措置を講じれば停止時の

状態が維持でき，異常の範囲は当該処理の単位に限定

される。 

(５) 平常運転時における核燃料物質の閉じ込めについて

は，燃料加工建屋，工程室，グローブボックスの順に

気圧を低くすることで，放射性物質の漏えいの拡大を

防止する設計としているが，大きな事故に進展するお

それのある事象が発生した際は，必要に応じて全工程

及び全送排風機を停止し，地下階においてグローブボ

ックス等内にＭＯＸ粉末を静置させることで，核燃料

物質を安定な状態に導くことができる。 

 

(ロ) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の考え方 

発生防止対策の機能喪失が設計基準事故の誘因になら

ないことの確認及び発生の可能性との関連において想定

される異常事象の発生を想定する際の条件を設定し，こ

れによる安全上重要な施設の機能喪失を整理すること

で，多量の放射性物質が放出するおそれがある事象とし

て設計基準事故を選定する。 

その際に考慮する条件として，外的事象及び内的事象

を考慮する。 

(１) 外的事象 

外的事象については，ＭＯＸ燃料加工施設の設計に

当たり，国内外の文献等を参考に，地震，火山の影響

等の 56の自然現象を，また航空機落下，有毒ガス等

の 24の人為事象（故意によるものを除く。）を抽出

し，それらの中から設計対応が必要な事象として，地

震等の事象をさらに抽出するが，これらの外的事象に

ついては，設計基準事故に対処するための設備の設計

として想定すべき規模の外的事象に対して，当該設備

の機能を維持するよう設計の条件を設定していること

から，設計基準事故の起因とならない。 

設計基準事故の起因として考慮すべき外的事象の抽

出結果を添７第３表に示す。 

(２) 内的事象 

内的事象については，ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を

考慮すると，製造工程や核燃料物質の取扱いにおいて

過渡変化がないことから，化学的変化による影響によ

る機能喪失は想定しにくい。 

このため，施設の特徴及び事業許可基準規則の各安

全設計への要求事項を考慮し，安全上重要な施設の機

能喪失の要因となり得る事象として，動的機器の単一

故障，溢水，内部発生飛散物，内部火災，配管破断及

び短時間の全交流電源の喪失を対象とし，これらの要

因が異常事象の発生を想定する際の条件となり得るか

について検討した結果，内的事象としては，動的機器

の単一故障を異常事象の発生を想定する際の条件とし

て設定する。以下に検討結果を示す。 

① 動的機器の単一故障 

動的機器については，使用の過程においてランダ

ムに故障等することは否定できないことから，動的

機器の単一故障は機能喪失の要因として想定する。 

② 溢水 

溢水により安全上重要な施設の安全機能が喪失し

ないように設計している。このため，溢水は機能喪

失の要因としない。 

③ 内部発生飛散物 

内部発生飛散物により安全上重要な施設の安全機

能が喪失しないように設計している。このため，内

部発生飛散物は機能喪失の要因としない。 

④ 内部火災 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
内部火災により安全上重要な施設の安全機能が喪

失しないように設計している。このため，発生防止

対策の確認においては，内部火災は機能喪失の要因

としない。 

なお，安全上重要な施設のグローブボックスに対

する火災の感知及び消火に係る機能を安全上重要な

施設として設定していること，火災自体が大気中へ

の放射性物質の放出に至る駆動力となることから，

想定される異常事象として考慮する。 

⑤ 配管破断 

ＭＯＸ燃料加工施設では製造工程において，放射

性物質を内包する腐食性の液体は取り扱わない。ま

た，非腐食性の流体（空気，冷却水等）を内包する

配管に関しては，腐食の進行が穏やかであり，保守

点検により健全性を維持できることから，配管破断

はせず，機能喪失の対象としない。 

⑥ 短時間の全交流電源の喪失 

短時間の全交流電源の喪失が発生した場合，動的

機器の機能が機能喪失に至る。このため，発生防止

対策の確認においては，短時間の全交流電源の喪失

は機能喪失の要因として想定する。 

発生の可能性との関連において想定される異常事

象の抽出においては，発生防止対策の機能喪失に加

えて，異常事象の発生を前提とすることから，異常

事象の発生と短時間の全交流電源の喪失の重ね合わ

せについては，いずれも偶発的な事象であるため考

慮しない。 

 

(ハ) 設計基準事故の選定 

安全上重要な施設ごとの安全機能の整理と機能喪失に

より発生する事故の分析を行い，異常事象の発生を想定

する際の条件による安全機能喪失状態を特定すること

で，想定すべき異常事象及びその発生を想定する機器を

抽出する。抽出した異常事象の中から，その異常事象の

発生によりＭＯＸ燃料加工施設から多量の放射性物質が

放出するおそれがある事象を設計基準事故として選定す

る。 

設計基準事故の選定フローを第１図に示す。 

(１) 設計基準事故の選定の考え方 

設計基準事故は，事業許可基準規則にて，核燃料物

質による臨界及び閉じ込める機能の喪失の２つが事例

として掲げられている。 

これらは，それぞれの発生防止対策が機能を喪失し

た場合に発生する可能性があるが，機能喪失の条件，

すなわち事故が発生する条件はそれぞれ異なる。 

したがって，以下の方針により，設備ごとの安全機

能の整理と機能喪失により発生する事故の分析を行

い，設計基準事故の想定の条件による安全機能の喪失

状態を特定することで，その事故の発生を想定する機

器を特定する。 

(２) 設備ごとの安全機能の整理と機能喪失により発生す

る事故の分析 

① 対象の整理 

安全機能の喪失を想定する対象は，公衆への著しい

被ばく影響をもたらす可能性のある事故が設計基準事

故であることを踏まえ，安全機能を有する施設のうち

安全上重要な施設とする。安全上重要な施設は，その

機能喪失により，公衆及び従事者に過度の放射線被ば

くを及ぼす可能性のある機器を選定していることか

ら，安全上重要な施設の安全機能を対象として，安全

機能の喪失を考慮し，事故に至る可能性を整理する。

安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設以外の

安全機能を有する施設の機能が喪失したとしても，公
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
衆及び従事者に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれは

ない。 

ただし，想定される事故の発生防止対策として安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施設の機能に期

待する場合には，事故の発生防止対策の確認という観

点から，安全上重要な施設以外の安全機能の喪失を想

定する。 

② 設計基準事故に至る可能性がある安全機能の喪失又

はその組合せの特定 

安全上重要な施設の安全機能が喪失した場合に至る

施設状態及びその後の事象進展を分析することによ

り，事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せ

を特定する。 

設計基準事故を発生させ得る安全機能の喪失又はそ

の組合せの特定に関して，詳細を「(ニ) 設計基準事

故に至る可能性のある機能喪失又はその組合せの特

定」に示す。 

(３) 安全機能喪失状態の特定 

「(２)② 設計基準事故に至る可能性がある安全機

能の喪失又はその組合せの特定」で特定した事故に至

る可能性がある安全機能の喪失又はその組合せに対し

て，発生防止対策の確認において考慮する機能喪失の

要因により，発生するか否かを判定する。 

安全機能が喪失しない又はその組合せが発生しなけ

れば，発生防止対策が機能し，事故が発生することは

ないと判定できる。 

(４) 拡大防止対策等の確認 

「(３) 安全機能喪失状態の特定」において発生防

止対策を確認するが，発生の可能性との関連において

想定される異常事象を抽出し，異常事象の発生を想定

した上で，当該事故に対する拡大防止対策等の機能に

より，公衆に著しい放射線被ばくを与えないことを確

認するために，設計基準事故を選定し，評価する。 

設計基準事故の選定に当たっては，事象の収束手

段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ評価

する。 

 

(ニ) 設計基準事故に至る可能性のある機能喪失又はその組

み合わせの特定 

事業許可基準規則に定められる設計基準事故の事例に

関して，それぞれの発生を防止する安全機能を整理する

ことにより，設計基準事故に至る可能性がある機能喪失

又はその組合せを特定する。 

そのため，安全機能ごとに，当該機能が喪失した場合

に至る施設状態及びその後の事象進展を分析することに

より，機能喪失により発生する可能性がある事故を特定

する。 

(１) 核燃料物質による臨界に至る可能性のある機能喪失

又はその組合せの特定 

核燃料物質による臨界の起因となり得る安全上重要

な施設の機能喪失について整理する。 

① 発生防止対策 

ａ．核的制限値（寸法）の維持機能 

核燃料物質を内包し，核的制限値（寸法）の維持

機能を有する機器は，機器が健全であることで，核

的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の搬送が行

われたとしても，核的制限値（寸法）の維持機能に

より当該核燃料物質が搬送されることを防止し，搬

送先の核的制限値（寸法）を維持することにより未

臨界を維持することが可能である。 

核的制限値（寸法）の維持機能が単独で機能を喪

失しても，核的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物

質の搬送が行われなければ，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。ただし，安全上重要な施設以
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
外の安全機能を有する施設が有する「搬送する核燃

料物質の制御機能」を喪失することにより，核燃料

物質の核的制限値（寸法）を逸脱した核燃料物質の

運搬と同時に核的制限値（寸法）の維持機能も喪失

していれば，事故に至る可能性がある。 

核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により発生

する可能性がある事故を以下に示す。 

 
また，搬送する核燃料物質の制御機能の喪失後の

事象進展により発生する可能性がある事故を以下に

示す。 

 
ｂ．安全に係る距離の維持機能（単一ユニット相互間

の距離維持） 

単一ユニット相互間の距離の維持機能を有する機

器は，機器が健全であることで，未臨界を維持する

ことが可能である。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能が損なわれ

た場合には，内包する核燃料物質によって核燃料物

質による臨界が発生する可能性がある。 

単一ユニット相互間の距離の維持機能の喪失によ

り発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｃ．誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設） 

ＭＯＸ燃料加工施設における臨界管理のうち，質

量管理により核燃料物質の管理を行う設備において

は，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

である秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算

機，臨界管理用計算機及び誤搬入防止シャッタで構

成する誤搬入防止機能により，臨界の防止を行う設

計であることから，誤搬入防止機能についても対象

とする。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設）は，誤搬入防止に係る機器それぞ

れが健全に機能することにより，計画外の核燃料物

質の搬送が発生した場合においても，搬送先の単一

ユニットにおいて核的制限値を超えることがないよ

うに誤搬入を防止するものである。 

誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全機
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
能を有する施設）を構成する全ての機器の機能が損

なわれた場合には，計画外の核燃料物質の搬送が発

生した場合，搬送先の単一ユニットにおいて核的制

限値を逸脱することが考えられる。また，核的制限

値を逸脱する量の核燃料物質が集積した場合には，

核燃料物質による臨界に至る可能性がある。 

誤搬入防止機能の喪失により発生する可能性があ

る事象を以下に示す。 

 
上記のａ．からｃ．の確認により，ＭＯＸ燃料加工

施設において核燃料物質の臨界に至る事象としては，

取り扱う核燃料物質が局所的に異常に集積することに

より臨界に至る状態である。 

(２) 閉じ込め機能の不全に至る可能性のある機能喪失又

はその組合せの特定 

閉じ込め機能の不全については，ＭＯＸ燃料加工施

設から大気中へ放射性物質が放出される事象を，閉じ

込め機能の不全とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設において，核燃料物質を混合酸

化物貯蔵容器，グローブボックス等，燃料集合体によ

り取り扱うことから，これらの閉じ込めバウンダリが

損傷することにより，閉じ込める機能の喪失に至るこ

とが考えられるが，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合

体は，これらが落下しても損傷しない高さに取扱いを

制限していることから，混合酸化物貯蔵容器及び燃料

集合体の落下による閉じ込め機能の不全は想定しな

い。 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料物

質の形態としては，ＭＯＸ粉末，グリーンペレット，

ペレットの形態である。グリーンペレット及びペレッ

トの形態の場合，これらは安定な成形体であるため，

何らかの異常が発生したとしても，その影響を受けて

大気中へと放出される事態になることは考えられな

い。核燃料物質がＭＯＸ粉末の形態であれば，発生し

た異常の影響により，大気中への放出に至る状態にな

り得ると考えられる。 

グローブボックス等の閉じ込めバウンダリが損傷す

ることの想定としては，グローブボックス等内外にお

いて，重量物が落下し，その衝撃がグローブボックス

に加わることにより損傷することが考えられる。しか

しながら，グローブボックス等を設置する室において

は，重量物を取り扱うクレーン類がないため，グロー

ブボックス等を設置する室で重量物が落下してグロー

ブボックス等が損傷することはない。 

一方，グローブボックス等内においては，製造工程

で使用する核燃料物質を収納した容器を取り扱うこと

から，重量物として容器が落下することが想定され

る。このため，閉じ込め機能の不全として，グローブ

ボックスが破損し，ＭＯＸ粉末が漏えいするという事

象が考えられる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を介

して外部と接続された構造である。このため，グロー

ブボックス等が損傷しなくとも，グローブボックス内

において何らかの異常が発生した場合に，その異常の

影響を受けた核燃料物質が，グローブボックス排気設
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
備を経由して大気中へと放出されることが考えられ

る。ＭＯＸ粉末は，平常運転時において，粉末容器に

収納した状態で搬送し，各グローブボックスにおい

て，混合機への投入，混合機による粉末の混合，取り

出し，グリーンペレット成型といったプロセスにより

取り扱う。このため，粉末を収納した粉末容器を取り

扱い中に落下することによりグローブボックス内にＭ

ＯＸ粉末が浮遊し，グローブボックス内の気相中の放

射性物質の濃度が上昇することで，大気中への放出量

が上昇するという事象が考えられる。このため，閉じ

込める機能の喪失として，グローブボックス内のＭＯ

Ｘ粉末の飛散という事象を想定する。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グロ

ーブボックス内において駆動力を有する事象が発生

し，その影響を受けることでＭＯＸ粉末が大気中へと

放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工施設で

は，製造工程において多量の有機溶媒等を取り扱わな

いこと，製造工程において過渡変化がなく取り扱う核

燃料物質自体も安定な状態であること及び取り扱う核

燃料物質による崩壊熱の影響も小さいことから，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設において駆動力を有する事象の発生は

想定しにくい。しかし，潤滑油や水素ガスといった火

災又は爆発の要因となり得るものを有する設備もある

ことから，ＭＯＸ燃料加工施設において発生する可能

性がある駆動力を有する事象としては，火災及び爆発

が考えられる。しかしながら，爆発については，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設において想定される爆発の要因として

は，水素・アルゴン混合ガスがあるものの，燃料加工

建屋内において取り扱う水素濃度が９vol％以下であ

ること，燃料加工建屋内へ水素濃度が９vol％を超え

る水素・アルゴン混合ガスが流入することは生じ得な

いことから，爆ごうが発生することは想定できない。

また，水素・アルゴン混合ガスを使用してペレットの

焼結を行う焼結炉等においては，焼結炉等への空気の

混入防止対策，熱的制限値の設定といった爆発の発生

を防止する設計をするとともに，仮に空気が混入した

焼結炉内で水素濃度が９vol％以下の水素・アルゴン

混合ガスが燃焼した場合においても，拡散燃焼しか発

生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないことか

ら，大気中への放出には至らない。このため，燃料加

工建屋においては，大気中への放射性物質の放出に至

るような規模の爆発が発生することはない。 

以上を踏まえ，核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失となり得る事象は，「グローブボックスの破損」，

「グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び

「大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発

生」である。このため，これら３事象が，重大事故の

発生を仮定する際の条件により発生し，大気中へ多量

の放射性物質の放出に至る事故につながるかを整理す

る。 

① 発生防止対策 

ａ．プルトニウムを非密封で取り扱う主要な工程に位

置する設備・機器を収納するグローブボックス及び

設備・機器の閉じ込め機能（以下「プルトニウムの

閉じ込めの機能」という。） 

プルトニウムの閉じ込めの機能が喪失した場合，

核燃料物質が当該閉じ込めの機能を有する機器から

漏えいする可能性がある。 

プルトニウムの閉じ込めの機能を有する機器は静

的機器のみである。このため，本機能を有する機器

に対して何らかの力が与えられない限り，プルトニ

ウムの閉じ込めの機能が喪失することはない。 

また，プルトニウムの閉じ込めの機能が単独で機

能を喪失しても，排気機能を有する設備が機能を維
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
持していれば，内包する核燃料物質はグローブボッ

クス又は設備・機器外に漏えいしない。ただし，排

気機能を有する設備が機能喪失し，かつ，プルトニ

ウムの閉じ込めの機能が損なわれた場合には，内包

する核燃料物質がＭＯＸ粉末である場合はグローブ

ボックス又は設備・機器外に漏えいする。漏えいし

たＭＯＸ粉末は，漏えいに伴い気相中に移行する

が，大気中に放射性物質を放出する駆動力がなけれ

ば，大気中への放出には至らない。 

焼結炉及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉

等」という。）のプルトニウムの閉じ込めの機能が

損なわれた場合には，高温状態の焼結炉等内の水

素・アルゴン混合ガスと空気の反応により爆発に至

ることが考えられるが，取り扱う水素ガスは，燃料

加工建屋内において取り扱う水素濃度が９vol％以

下であること，燃料加工建屋内へ水素濃度が９

vol％を超える水素・アルゴン混合ガスが流入する

ことは生じ得ないことから，爆ごうが発生すること

は想定できない。また，焼結炉等は，仮に空気が混

入した焼結炉内で水素濃度が９vol％以下の水素・

アルゴン混合ガスが燃焼した場合においても，拡散

燃焼しか発生せず，急激な圧力の上昇を伴うもので

はないことから，大気中への放射性物質の放出には

至らない。 

プルトニウムの閉じ込めの機能の喪失により発生

する可能性がある事故を以下に示す。 

 
また，排気機能の喪失と同時にプルトニウムの閉

じ込めの機能の喪失により発生する可能性がある事

故を以下に示す。 

 
ｂ．排気経路の維持機能 

この機能を有する安全上重要な施設として，グロ

ーブボックス排気設備の系統及び窒素循環設備の系

統が該当する。 

排気経路の維持機能が単独で機能を喪失しても，

排気機能を有する設備が機能を維持していれば，放

射性エアロゾルが漏えいすることはない。ただし，

排気機能を有する設備が機能を喪失し，かつ，排気

経路の維持機能が損なわれた場合には，排気経路外

に放射性エアロゾルが漏えいするが，大気中に放射

性物質を放出する駆動力がなければ，大気中への放

出には至らない。 

排気経路の維持機能の喪失により発生する可能性

がある事故を以下に示す。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

 
また，排気機能の喪失と同時に排気経路の維持機

能の喪失により発生する可能性がある事故を以下に

示す。 

 
ｃ．ＭＯＸの捕集・浄化機能 

グローブボックス等からの排気中に含まれる放射

性エアロゾルを捕集するための機能であり，この機

能を有する安全上重要な施設としてグローブボック

ス排気フィルタ及びグローブボックス排気フィルタ

ユニットが該当する。 

これらは，破損することなく形状を維持すること

によって機能が維持される。ＭＯＸの捕集・浄化機

能が損なわれた場合には，排気中に含まれる放射性

エアロゾルが捕集されずに排気経路から大気中に放

出される。 

ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可

能性がある事故を以下に示す。 

 
ｄ．排気機能 

排気中に含まれる放射性エアロゾルを捕集した気

体を排気するための機能であり，この機能を有する

安全上重要な施設としてグローブボックス排風機が

該当する。排気機能は，機器が健全であり電源から

電力が供給されることにより機能が維持される。 

排気機能が損なわれた場合，大気中に放射性物質

を放出する駆動力がなくなるため，大気中への放出

には至らない。 

排気機能の喪失により発生する可能性がある事故

を以下に示す。 

 
ｅ．熱的制限値の維持機能 

核燃料物質を高温状態で取り扱い，熱的制限値の

維持機能を有する機器は，機器が健全であること

で，一定の温度を超えない状態を維持することが可

能である。 

熱的制限値の維持機能が単独で機能を喪失して

も，「温度の制御機能」があるため，焼結炉等内が
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
異常な高温になることはなく，放射性物質の大気中

への放出には至らない。ただし，安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設が有する「温度の制御

機能」の喪失と同時に熱的制限値の維持機能が喪失

した場合，焼結炉等内に空気が混入し，高温状態の

焼結炉等内の水素・アルゴン混合ガスと空気の反応

により爆発に至ることが考えられる。しかし，取り

扱う水素ガスは，水素濃度が９vol％以下である水

素・アルゴン混合ガスであり，高温の炉内で燃焼し

たとしても，拡散燃焼しか発生せず，急激な圧力の

上昇を伴うものではないことから，大気中への放出

には至らない。熱的制限値の維持機能の喪失により

発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｆ．焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能 

焼結炉等の負圧を維持するための排気経路を維持

するために必要な機能であり，この機能を有する安

全上重要な施設として，焼結炉等の排ガス処理に係

る系統及びグローブボックスが該当する。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能が

単独で機能を喪失しても，排気機能を有する設備が

機能を維持していれば，内包する核燃料物質が漏え

いすることはない。ただし，排気機能を有する設備

が機能を喪失し，かつ，焼結炉等の閉じ込めに関連

する経路の維持機能が損なわれた場合には，核燃料

物質が漏えいする。漏えいした核燃料物質は，漏え

いに伴い気相中に移行するが，大気中に放射性物質

を放出する駆動力がなければ，大気中への放出には

至らない。 

焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機能の

喪失により発生する可能性がある事故を以下に示

す。 

 
また，排気機能の喪失と同時に焼結炉等の閉じ込

めに関連する経路の維持機能の喪失により発生する

可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｇ．焼結炉等内の負圧維持機能 

焼結炉等内の負圧維持機能は，焼結炉等内の負圧

を維持するための排気機能の支援機能である。この
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
機能を有する安全上重要な施設は，焼結設備の排ガ

ス処理装置の補助排風機及び小規模試験設備の小規

模焼結処理装置の補助排風機が該当する。 

焼結炉等内の負圧維持機能が単独で機能喪失して

も，大気中に放射性物質を放出する駆動力がないた

め，大気中への放出には至らない。 

焼結炉等内の負圧維持機能の喪失により発生する

可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｈ．安全に係るプロセス量等の維持機能（閉じ込めに

関連する温度維持）（以下「小規模焼結処理装置の

加熱停止機能」という。） 

小規模焼結処理装置の炉殻の冷却流量が低下した

場合に，小規模焼結処理装置の加熱を停止する機能

が該当する。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能が単独で機能

を喪失しても，安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設が有する「温度の制御機能」があるた

め，小規模焼結処理装置内が異常な高温になること

はなく，放射性物質の大気中への放出には至らな

い。ただし，小規模焼結処理装置の加熱停止機能

が，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

が有する「温度の制御機能」と同時に機能が喪失し

ていれば，小規模焼結処理装置内に空気が混入し，

高温状態の小規模焼結処理装置内の水素・アルゴン

混合ガスと空気の反応により爆発に至ることが考え

られる。しかし，取り扱う水素ガスは，水素濃度が

９vol％以下である水素・アルゴン混合ガスであ

り，高温の炉内で燃焼したとしても，拡散燃焼しか

発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないこ

とから，大気中への放出には至らない。 

小規模焼結処理装置の加熱停止機能の喪失により

発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 
② 拡大防止対策等 

ａ．排気経路の維持機能及びＭＯＸの捕集・浄化機能

（以下「事故時の排気経路の維持機能及びＭＯＸの

捕集・浄化機能」という。） 

安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室からの排気に係る系統及び当該系統に設置

する高性能エアフィルタが該当する。これらが単独

で機能を喪失しても，安全上重要な施設の異常の発

生防止機能を有するプルトニウムの閉じ込めの機能

を有する設備又は排気機能を有する設備が機能を維

持していれば，放射性物質の大気中への放出には至

らない。ただし，プルトニウムの閉じ込めの機能を

有する設備及び排気機能を有する設備の機能並びに
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
事故時の排気経路の維持機能が同時に喪失した場

合，工程室内に核燃料物質が漏えいし，排気経路外

から大気中に放射性物質を放出するおそれがある。

漏えいした核燃料物質は，漏えいに伴い気相中に移

行するが，大気中に放射性物質を放出する駆動力が

なければ，大気中への放出には至らない。 

事故時の排気経路の維持機能の喪失及び事故時の

ＭＯＸの捕集・浄化機能の喪失により発生する可能

性がある事故を以下に示す。 

 
また，プルトニウムの閉じ込めの機能を有する設

備及び排気機能を有する設備の機能喪失並びに事故

時の排気経路の維持機能の同時喪失により発生する

可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｂ．安全上重要な施設の安全機能確保のための支援機

能（以下「非常用電源の供給機能」という。） 

外部電源系統からの電力の供給が停止した場合に

おいて，安全機能を有する施設の安全機能確保に必

要な設備が使用できるための支援機能としての非常

用所内電源設備が該当する。 

非常用所内電源設備が単独で機能を喪失しても，

安全上重要な施設及び安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設の異常の発生防止機能を有する設

備が機能を維持していれば，放射性物質の大気中へ

の放出には至らない。非常用電源の供給機能の喪失

により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 
ｃ．安全に係るプロセス量等の維持機能（混合ガス中

の水素濃度）（以下「水素濃度の維持機能」とい

う。） 

焼結炉等に供給される水素・アルゴン混合ガスの

水素濃度が爆ごうが発生する濃度である９vol％を

超える場合に，焼結炉等への水素・アルゴン混合ガ

スの供給を自動で停止する混合ガス水素濃度高によ
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
る混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断

弁が該当する。 

混合ガス供給停止回路又は混合ガス濃度異常遮断

弁が単独で機能を喪失しても，燃料加工建屋内へ水

素濃度が９vol％を超える水素・アルゴン混合ガス

が供給されるおそれはなく，高温の炉内で水素・ア

ルゴン混合ガスが燃焼した場合にも，拡散燃焼しか

発生せず，急激な圧力の上昇を伴うものではないこ

とから，放射性物質の大気中への放出には至らな

い。水素濃度の維持機能の喪失により発生する可能

性がある事故を以下に示す。 

 
ｄ．グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のう

ち，ＭＯＸの捕集・浄化機能（以下「グローブボッ

クス給気側のＭＯＸの捕集機能」という。） 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能とし

て，プルトニウムの閉じ込めの機能を有するグロー

ブボックスの給気側のうち，グローブボックスの閉

じ込め機能維持に必要な範囲が該当する。事故時に

おいてグローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に

漏えいするとき，グローブボックス給気側を漏えい

の経路とすることにより，経路上の給気フィルタを

通過することで漏えいするＭＯＸ粉末量を低減する

ことができる。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能が単

独で機能を喪失しても，排気機能が健全であれば，

グローブボックスからＭＯＸ粉末が工程室に漏えい

することはないため，放射性物質の大気中への放出

には至らない。ただし，排気機能が喪失していれ

ば，グローブボックス内のＭＯＸ粉末が工程室に漏

えいし，給気フィルタを通過せずに工程室に漏えい

するため，大気中への放射性物質の放出に至る可能

性がある。 

グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能の喪

失により発生する可能性がある事故を以下に示す。 

 
また，グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機

能の喪失と同時に排気機能の喪失により発生する可

能性がある事故を以下に示す。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

 
ｅ．グローブボックスの閉じ込め機能の維持機能のう

ち，火災の感知機能及び火災の消火機能（以下「火

災の感知・消火機能」という。） 

火災の感知・消火機能として，グローブボックス

温度監視装置及びグローブボックス消火装置が該当

する。また，グローブボックス消火装置が起動する

ためには，グローブボックス排風機が起動している

ことが条件であることから，グローブボックス排風

機についても火災の感知・消火機能の支援機能の位

置づけになる。 

火災の感知・消火機能が単独で機能を喪失して

も，核燃料物質を取り扱う設備において火災が発生

していなければ，放射性物質の大気中への放出には

至らない。ただし，核燃料物質を取り扱う設備にお

いて火災が発生した状態で，火災の感知・消火機能

が喪失していれば，火災が継続することにより，大

気中への放射性物質の放出に至る可能性がある。 

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能

性がある事故を以下に示す。 

 
また，安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設が有する火災の発生防止の機能の喪失と同時に

火災の感知・消火機能の喪失により発生する可能性

がある事故を以下に示す。 

 
以上より，事故に至る可能性がある機能喪失又はその

組合せは以下のとおり整理できる。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

 
 

(ホ) 事故の発生を想定する機器の特定結果 

安全上重要な施設の安全機能の機能喪失又はその組合

せにより発生する可能性がある事故ごとに事故の発生を

想定する機器の特定の結果を以下に示す。 

要因ごとに，当該安全機能が喪失する場合は「〇」

を，機能喪失しない場合は「－」を記載する。また，組

合せにより事故に至る可能性のある機能喪失について

は，その全てが機能喪失する場合は「〇」を，いずれか

の機能が維持される場合は「－」を記載する。 

安全機能が喪失する場合又は安全機能が組合せで同時

に喪失する場合であっても，評価によって事故に至らな

いことを確認できれば，「△」を記載する。 

安全機能の喪失又はその組合せに対して，評価によっ

て事故に至らないことを確認できない場合には，事象の

収束手段，事象進展の早さ又は公衆への影響をそれぞれ

評価し，以下のとおり記載する。 

○：事故の発生を想定する機器として特定 

×１：事象が発生してもそれ以上事象が進展しない

ため，設計基準事故として選定しない事象 

×２：安全機能の喪失により事象が進展するまでの

間に喪失した安全機能の復旧が可能であるた

め，設計基準事故として選定しない事象 

×３：機能喪失時の公衆への影響が平常運転時と同

程度であるため，設計基準事故の発生を想定

しない事象 

(１) 核燃料物質による臨界 

① 発生防止対策の確認 

核燃料物質による臨界に至る可能性がある機能喪失

又はその組み合わせは以下のとおりである。 

・「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
施設以外の安全機能を有する施設）」及び「核的

制限値（寸法）の維持機能」の同時喪失 

・「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

・「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安全

機能を有する施設）」の喪失 

これらについては，発生防止対策で構成されてい

る。このため，設計基準事故の条件として，動的機器

の単一故障又は短時間の全交流電源の喪失を想定し，

事故に至る可能性を検討する。 

以下，これらについてそれぞれ事故の選定結果を示

す。 

ａ．「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設）」及び「核的制

限値（寸法）の維持機能」の同時喪失 

「搬送する核燃料物質の制御機能（安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設）」が喪失して搬

送する核燃料物質の寸法が制限された条件から逸脱

し，「核的制限値（寸法）の維持機能」が喪失し，

制限された寸法から逸脱した核燃料物質が搬送先に

搬送された場合には，核燃料物質による臨界に至る

可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成す

る機器は静的機器であるため喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「核的制限値（寸法）の維持機能」を構成す

る機器は静的機器であるため喪失しない

（－）。 

ｂ．「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失 

「単一ユニット間の距離の維持機能」の喪失に

より核燃料物質間の距離が制限された条件から逸

脱し，核燃料物質による臨界に至る可能性があ

る。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成

する機器は静的機器であるため喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「単一ユニット間の距離の維持機能」を構成

する機器は静的機器であるため喪失しない

（－）。 

ｃ．「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設）」の喪失 

「誤搬入防止機能（安全上重要な施設以外の

安全機能を有する施設）」が喪失した状態で核

燃料物質が搬送された場合，搬送先の単一ユニ

ットにおいて核的制限値を逸脱することによ

り，核燃料物質による臨界に至る可能性があ

る。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

誤搬入防止機能を有する機器が単一故障によ

り機能喪失する可能性がある。しかし，誤搬入

防止機能（安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設）は，ＩＤ番号読取機による搬送対

象となる容器のＩＤ番号が一致していることの

確認，秤量器による容器の秤量値に有意な差が

ないことの確認，運転管理用計算機及び臨界管

理用計算機による確認，誤搬入防止シャッタの

開放並びに運転員による搬入許可といった，複

数の機器による確認及び運転員による確認を行

っている。このため，単一故障により誤搬入防

止機能を喪失することは想定されないことか

ら，核燃料物質が誤搬入されることはなく，核
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
燃料物質による臨界は発生しない（－）。 

さらに，誤搬入防止機能を構成する機器は，

それぞれが異なる機器であるため，偶発的に同

時に機能を喪失することは想定しにくいが，仮

に誤搬入防止機能を構成する複数の機器が同時

に機能喪失することを想定したとしても，運転

員による確認行為により，核燃料物質の誤搬入

が発生することはない。 

また，誤搬入防止機能を構成する複数の動的

機器の機能喪失と運転員による確認ミスによ

り，核燃料物質が１回誤搬入することを想定し

たとしても，搬入先の単一ユニットにおける運

転管理の上限値は逸脱するものの，未臨界質量

を超えるものではないため，核燃料物質による

臨界の誘因とならない。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

誤搬入防止機能を有する機器の全てが機能を

喪失する可能性がある。しかし，全交流電源の

喪失により，核燃料物質の搬送も停止すること

から，核燃料物質が集積することはなく，核燃

料物質による臨界は発生しない（－）。 

② 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定 

核燃料物質による臨界については，①に記載のと

おり，発生防止対策の信頼性が十分に高く，異常事

象の発生が十分に防止できることから，核燃料物質

による臨界は設計基準事故として選定しない。 

核燃料物質による臨界の各事象に対する発生防止

対策，拡大防止対策等の確認結果を添７第４表に示

す。 

(２) 閉じ込め機能の不全 

① 発生防止対策の確認 

閉じ込め機能の不全に至る可能性がある機能喪失又

はその組み合わせは以下のとおりである。 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」及び「排気機

能」の同時喪失 

・「プルトニウムの閉じ込めの機能」，「排気機

能」及び「事故時の排気経路の維持機能」の同時

喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機

能」，「排気機能」及び「事故時の排気経路の維

持機能」の同時喪失 

・「排気経路の維持機能」及び「排気機能」の同時

喪失 

・「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

・「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機

能」及び「排気機能」の同時喪失 

・「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機能」

及び「排気機能」の同時喪失 

・「火災の発生防止の機能（安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設）」 

以下，これらについてそれぞれの事故の発生を想定

する機器の特定結果を示す。 

ａ．「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び

「排気機能」の喪失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失及び

「排気機能」の喪失により，閉じ込め機能の不全

に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

排気機能を有するグローブボックス排風機は

動的機器の単一故障により機能を喪失するが，

グローブボックス排風機は多重化しているこ

と，運転中のグローブボックス排風機の故障時

は予備機が自動で起動することから，排気機能

は喪失しない。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
また，「プルトニウムの閉じ込めの機能」を

構成する機器は静的機器であるため喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウム

の閉じ込めの機能」を構成する機器は静的機器

であるため喪失しない。このため，同時に機能

を喪失することはない（－）。 

ｂ．「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，

「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の維

持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込めに関

連する経路の維持機能」の喪失，「排気機能」の

喪失及び「事故時の排気経路の維持機能」の喪失 

「プルトニウムの閉じ込めの機能」の喪失，

「排気機能」の喪失及び「事故時の排気経路の

維持機能」の喪失並びに「焼結炉等の閉じ込め

に関連する経路の維持機能」の喪失，「排気機

能」の喪失及び「事故時の排気経路の維持機

能」の喪失により，工程室からの排気経路外に

放射性エアロゾルが漏えいする可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風

機は動的機器の単一故障により機能を喪失する

が，グローブボックス排風機は多重化している

こと，運転中のグローブボックス排風機の故障

時は予備機が自動で起動することから，「排気

機能」は喪失しない。 

また，「プルトニウムの閉じ込めの機能」，

「事故時の排気経路の維持機能」及び「焼結炉

等の閉じ込めに関連する経路の維持機能」を構

成する機器は静的機器であるため，機能を喪失

しない（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「プルトニウム

の閉じ込めの機能」，「事故時の排気経路の維

持機能」及び「焼結炉等の閉じ込めに関連する

経路の維持機能」を構成する機器は静的機器で

あるため，同時に機能を喪失することはない

（－）。 

ｃ．「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機

能」の喪失 

「排気経路の維持機能」の喪失及び「排気機

能」の喪失により，閉じ込め機能の不全に至る

可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風

機は動的機器の単一故障により機能を喪失する

が，グローブボックス排風機は多重化している

こと及び運転中のグローブボックス排風機の故

障時は予備機が自動で起動することから，「排

気機能」は喪失しない。 

また，「排気経路の維持機能」を構成する機

器は静的機器であるため，機能を喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「排気経路の維

持機能」を構成する機器は静的機器であるた

め，同時に機能を喪失することはない（－）。 

ｄ．「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」の喪失により，

高性能エアフィルタにより捕集される放射性エ

アロゾルが捕集されずに放出されることによ

り，閉じ込め機能の不全に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器

は静的機器であるため，機能を喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「ＭＯＸの捕集・浄化機能」を構成する機器

は静的機器であるため，機能を喪失しない

（－）。 

ｅ．「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持機

能」の喪失及び「排気機能」の喪失 

「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路の維持

機能」の喪失及び「排気機能」の喪失により閉

じ込め機能の不全に至る可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風

機は動的機器の単一故障により機能を喪失する

が，グローブボックス排風機は多重化している

こと及び運転中のグローブボックス排風機の故

障時は予備機が自動で起動することから，排気

機能は喪失しない。 

また，「焼結炉等の閉じ込めに関連する経路

の維持機能」を構成する機器は静的機器である

ため，機能を喪失しない（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「焼結炉等の閉

じ込めに関連する経路の維持機能」を構成する

機器は静的機器であるため，同時に機能を喪失

することはない（－）。 

ｆ．「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機

能」の喪失及び「排気機能」の喪失 

「グローブボックス給気側のＭＯＸの捕集機

能」の喪失及び「排気機能」の喪失により，グ

ローブボックス給気フィルタを経由せずにＭＯ

Ｘ粉末が工程室に漏えいする可能性がある。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

「排気機能」を有するグローブボックス排風

機は動的機器の単一故障により機能を喪失する

が，グローブボックス排風機は多重化している

こと及び運転中のグローブボックス排風機の故

障時は予備機が自動で起動することから，「排

気機能」は喪失しない。 

また，「グローブボックス給気側のＭＯＸの

捕集機能」を構成する機器は静的機器であるた

め，動的機器の単一故障では機能を喪失しない

（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

「排気機能」は喪失するが，「グローブボッ

クス給気側のＭＯＸの捕集機能」を構成する機

器は静的機器であるため，同時に機能を喪失す

ることはない（－）。 

ｇ．「火災の発生防止機能（安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設）」の喪失 

火災が発生するためには，可燃物，着火源及

び酸素が必要となる。このため，火災の発生防

止対策の確認としては，発生防止対策の確認の

条件によりこれら３要素が揃うかを確認する。 

(ａ) 動的機器の単一故障の場合 

粉末の調整又は圧縮成形を行う工程のグロー

ブボックスは品質管理の観点から窒素ガス雰囲

気で運転を行うこと，グローブボックス内で運

転員が取り扱う可燃物の物品は金属製の容器に

収納すること，機器の駆動のための潤滑油は機

器内に収納すること及びグローブボックスは難

燃性材料又は不燃性材料を使用することとして

いる。一方，火災が発生するためには，酸素，
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
着火源及び可燃物という燃焼の３要素が揃う必

要がある。このため，動的機器の単一故障を想

定しても，上記の火災の発生防止対策のいずれ

かが機能を喪失するだけであり，燃焼の３要素

が揃うことはないため，動的機器の単一故障で

は火災は発生しない（－）。 

(ｂ) 短時間の全交流電源の喪失の場合 

グローブボックス内が空気雰囲気になること

が想定されるが，グローブボックス内の可燃物

は機器等の中に存在すること，電源の喪失によ

り着火源がなくなることから，火災の発生は想

定されない（－）。 

② 拡大防止対策等の確認及び設計基準事故の選定 

①で確認した結果，発生防止対策の機能喪失が設計

基準事故の誘因にならないことを確認した。しかし，

拡大防止対策等の安全設計の妥当性を確認し，ＭＯＸ

燃料加工施設周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリス

クを与えないことを確認する観点で，設計基準事故を

選定する。 

設計基準事故の選定においては，設計基準事故の発

生の可能性との関連において想定される異常事象を抽

出し，当該異常事象の発生防止対策が機能を喪失し，

異常事象が発生することを想定する。また，設計基準

事故としては，多量の放射性物質がＭＯＸ燃料加工施

設から放出される事故を，閉じ込め機能の不全とす

る。 

閉じ込め機能の不全については，ＭＯＸ燃料加工

施設において，核燃料物質を混合酸化物貯蔵容器，

グローブボックス等，燃料集合体により取り扱うこ

とから，これらの閉じ込めバウンダリが損傷するこ

とにより，閉じ込め機能の不全に至ることが考えら

れる。 

このうち，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体

は，これらが落下しても損傷しない高さに取扱いを

制限していることから，混合酸化物貯蔵容器及び燃

料集合体の落下による閉じ込め機能の不全は想定し

ない。 

製造工程のグローブボックス内で取り扱う核燃料

物質の形態としては，ＭＯＸ粉末，グリーンペレッ

ト，ペレットの形態である。グリーンペレット及び

ペレットの形態の場合，これらは安定な成形体であ

るため，何らかの異常が発生したとしても，その影

響を受けて大気中へと放出される事態になることは

考えられない。核燃料物質がＭＯＸ粉末の形態であ

れば，発生した異常の影響により，大気中への放出

に至る状態になり得ると考えられる。 

グローブボックス等の閉じ込めバウンダリが損傷

することの想定としては，グローブボックス等内外

において，重量物が落下し，その衝撃がグローブボ

ックスに加わることにより損傷することが考えられ

る。しかしながら，グローブボックス等を設置する

室においては，重量物を取り扱うクレーン類がない

ため，グローブボックス等外で重量物が落下してグ

ローブボックス等が損傷することはない。一方，グ

ローブボックス等内においては，製造工程で使用す

る核燃料物質を収納した容器を取り扱うことから，

重量物として容器が落下することが想定される。こ

のため，閉じ込め機能の不全としてグローブボック

ス等の破損という事象が考えられる。 

グローブボックスはグローブボックス排気設備を

介して大気中と接続された構造である。このため，

グローブボックス等が損傷しなくとも，グローブボ

ックス内において何らかの異常が発生した場合に，

その異常の影響を受けた核燃料物質が，グローブボ
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ックス排気設備を経由して大気中へと放出されるこ

とが考えられる。 

ＭＯＸ粉末は，平常運転時において，粉末容器に

収納した状態で搬送し，各グローブボックスにおい

て，混合機への投入，混合機による粉末の混合，取

り出し及びグリーンペレット成型といったプロセス

により取り扱う。このため，粉末を収納した粉末容

器を取り扱い中に落下又は転倒することによりグロ

ーブボックス内にＭＯＸ粉末が浮遊し，グローブボ

ックス内の気相中のＭＯＸ粉末の濃度が上昇するこ

とで，大気中への放出量が上昇するという事象が考

えられる。このため，閉じ込め機能の不全として，

グローブボックス内のＭＯＸ粉末の飛散を想定す

る。 

また，ＭＯＸ粉末が影響を受ける異常として，グ

ローブボックス内において駆動力を有する事象が発

生し，その影響を受けることでＭＯＸ粉末が大気中

へと放出される事象が考えられる。ＭＯＸ燃料加工

施設では，製造工程において多量の有機溶媒等は取

り扱わないこと，製造工程において過渡変化がなく

取り扱う核燃料物質自体も安定な状態であること及

び取り扱う核燃料物質による崩壊熱の影響も小さい

ことから，以上の特徴を踏まえるとＭＯＸ燃料加工

施設において発生する可能性がある駆動力を有する

事象は想定しにくい。しかし，潤滑油やガス等の火

災又は爆発の要因となり得るものを有していること

から，ＭＯＸ燃料加工施設において発生する可能性

がある駆動力を有する事象においては，火災と爆発

が考えられる。爆発については，ＭＯＸ燃料加工施

設において想定される爆発の要因としては，水素・

アルゴン混合ガスがあるものの，燃料加工建屋内に

おいて取り扱う水素濃度が９vol％以下であること，

燃料加工建屋内へ水素濃度が９vol％を超える水素・

アルゴン混合ガスが流入することは生じ得ないこと

から，爆ごうが発生することは想定できない。ま

た，焼結炉等は，仮に空気が混入した焼結炉内で水

素濃度が９vol％以下の水素・アルゴン混合ガスが燃

焼した場合においても，拡散燃焼しか発生せず，急

激な圧力の上昇を伴うものではないことから，大気

中への放出には至らない。 

以上を踏まえ，閉じ込め機能の不全となり得る事

象としては，「グローブボックスの破損」，「グロ

ーブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散」及び「大気

中に放出する状態に至る駆動力となる事象の発生

（火災）」である。 

閉じ込め機能の不全の各事象に対する発生防止対

策，拡大防止対策等の確認結果を添７第４表に示

す。 

ａ．グローブボックスの破損 

閉じ込め機能の不全のうち，グローブボックス

内で容器等の重量物が落下し，落下の衝撃により

グローブボックスが損傷することにより，グロー

ブボックスから工程室にＭＯＸ粉末が漏えいし，

大気中への多量の放射性物質の放出に至る可能性

がある。 

グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安

全上重要な施設ではないことから，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設である，グロー

ブボックス内で容器を取り扱う動的機器の故障に

より，容器の落下防止機能を喪失することを想定

する。 

しかしながら，落下する容器はグローブボック

ス内の内装機器等に衝突することが考えられるた

めグローブボックスへの衝撃が緩和されること，
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
グローブボックス缶体はステンレス製であるため

重量物が落下しても缶体は破損しないこと及びグ

ローブボックスのパネルは側面に設置されており

落下した容器が直接パネルに衝突することはない

ことから，グローブボックス内の容器の落下によ

りグローブボックスが破損することはないため，

事故の発生は想定されない（－）。 

ｂ．グローブボックス内でのＭＯＸ粉末の飛散 

閉じ込め機能の不全のうち，グローブボックス

内でＭＯＸ粉末を収納した容器の転倒又は落下に

より，容器からグローブボックス内へＭＯＸ粉末

が飛散し，グローブボックス内の放射性物質の濃

度が上昇することにより，大気中への多量の放射

性物質の放出に至る可能性がある。 

グローブボックス内で容器を取り扱う機器は安

全上重要な施設ではないことから，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設である，グロー

ブボックス内で容器を取り扱う動的機器が故障に

より，容器の落下防止機能又は転倒防止機能を喪

失することを想定する。 

容器を取り扱う動的機器の故障により落下防止

機能又は転倒防止機能を喪失し，容器が落下又は

転倒することでグローブボックス内にＭＯＸ粉末

が飛散することが考えられる。しかしながら，平

常運転時の放射性物質の年間放出量は，ＭＯＸ粉

末の気相中への移行率としてウラン粉末を１ｍの

高さから落下させた際のエアロゾル生成割合であ

る７×10-5を使用して算出していることから，グ

ローブボックス内で容器の落下又は転倒によりＭ

ＯＸ粉末が飛散したとしても，平常運転時と同等

の放出量であることから，事故の発生は想定され

ない。したがって，公衆への影響が平常運転時と

同程度であるため，設計基準として整理する事象

（×３）に該当する。 

ｃ．大気中に放出する状態に至る駆動力となる事象

の発生（火災） 

グローブボックス内で大気中に放出する状態に

至る駆動力となる事象である火災が発生し，その

駆動力の影響を受けたＭＯＸ粉末が大気中へ放出

されることにより，平常運転時よりも多量の放射

性物質が大気中へと放出されることにより，事故

に至ることが考えられる。 

駆動力となる事象として，「② 拡大防止対策

等の確認及び設計基準事故の選定」より，グロー

ブボックス内における火災を想定する。取り扱う

核燃料物質の形態がＭＯＸ粉末の場合は，火災の

上昇気流の影響を受けることにより，気相中に移

行し，大気中への放出に至るおそれがある。ま

た，粉末であっても，蓋付きの容器に収納された

状態又は機器内に収納された状態であれば，内部

の粉末が火災による上昇気流の影響を受けること

は想定しにくい。そのため，火災の発生を想定す

る対象となる設備として，蓋のない容器により露

出した状態でＭＯＸ粉末を取り扱う設備・機器を

有するグローブボックスとする。 

想定する火災源としては，大気中への放射性物

質の放出に至るような火災の発生が想定される火

災源を有するグローブボックスを，設計基準事故

の発生を想定するグローブボックスとして選定す

る。 

安全上重要な施設のグローブボックス内に存在

する火災源としては，ケーブル，計器類，グロー

ブボックス内の機器が有する潤滑油，清掃，メン

テナンス等で使用するアルコール及びウエス並び
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
に遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポ

リエチレンがある。 

ケーブル及び計器類については，火災が発生し

ても火災の規模は小さく，ＭＯＸ粉末に対して駆

動力を与えることはないため，火災源として想定

しない。 

グローブボックス内の機器が有する潤滑油につ

いては，引火点が 200℃以上と高いため着火しに

くいが，火災発生時の火災規模は大きく，火災が

発生した場合はＭＯＸ粉末に対して駆動力を与

え，大気中に放出する状態に至るおそれがあるた

め，火災源として想定する。 

清掃，メンテナンス等で使用するアルコール及

びウエスについては，使用時以外は不燃性容器に

収納すること及び使用時は運転員がグローブボッ

クス作業をしている状態であることから，火災源

として想定しない。 

遮蔽の観点でグローブボックス内で使用するポ

リエチレンについては，不燃性材料で覆う設計で

あるとともに静的機器であることから，可燃物と

して露出することがないため，火災源として想定

しない。 

以上より，想定する火災源はグローブボックス

内の機器が有する潤滑油であり，設計基準事故の

発生を仮定するグローブボックスは，潤滑油を内

包する機器を設置するグローブボックスである。 

火災源として特定したグローブボックス内の潤

滑油による火災が発生するためには，グローブボ

ックス内において，可燃物，酸素及び着火源の燃

焼の３要素が揃う必要がある。 

可燃物としては，機器内の潤滑油が，過電流遮

断器が機能喪失した状態において発生した過電流

の影響で潤滑油の温度が上昇した状態で，潤滑油

を収納した機器に亀裂が発生し，温度が上昇した

潤滑油が漏えいすることにより，火災源となり得

る可燃物が生じることが想定される。 

酸素としては，窒素循環設備の窒素循環ファン

が停止した状態でグローブボックス排風機の運転

が継続し，グローブボックス内が過負圧となり，

自力式吸気弁が開になることで工程室内の空気が

グローブボックス内に流入することが想定され

る。また，窒素循環設備の系統が破断した状態で

グローブボックス排風機が運転を継続することに

より，工程室内の空気がグローブボックス内に流

入することが想定される。 

着火源については，グローブボックス内でケー

ブル等によるスパークが発生し，潤滑油に着火す

ることが想定される。 

以上より，大気中に放出する状態に至る駆動力

となる事象である火災の発生が想定されるグロー

ブボックスである，ＭＯＸ粉末を露出した状態で

取り扱い，潤滑油を有する機器を設置するグロー

ブボックスは，以下のとおりである。 

なお，いずれのグローブボックスにおいても，

平常運転時は窒素雰囲気であり，潤滑油は機器内

に収納する等，火災の発生防止対策として施して

いることは同じである。 

・予備混合装置グローブボックス 

・均一化混合装置グローブボックス 

・造粒装置グローブボックス 

・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 

・プレス装置（プレス部）グローブボックス

（２基） 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
上記の燃焼の３要素がグローブボックス内で揃

うとともに，漏えいした潤滑油にスパークにより

着火することで火災が発生する。これら偶発的な

事象が同時に発生することは想定しにくいもの

の，火災が発生した場合においては，大気中に放

射性物質を放出する状態に至る駆動力となる事象

であることから，技術的な想定を超えた事象の重

ね合わせを考慮し，火災が発生する状態を想定す

る。グローブボックス内で火災が発生した場合，

その火災の影響により，グローブボックス内のＭ

ＯＸ粉末がグローブボックス内の気相中に移行

し，大気中へ多量の放射性物質の放出に至る可能

性がある。このため，露出した状態でＭＯＸ粉末

を取り扱うグローブボックス内における火災を，

設計基準事故として選定する（〇）。 

(３) 特定結果 

ＭＯＸ粉末を露出した状態で取り扱い，潤滑油を有

する機器を設置するグローブボックスにおいて火災が

発生し，火災影響を受けたＭＯＸ粉末が大気中に放出

される事象を，設計基準事故として選定する。設計基

準事故の発生を想定するグローブボックスは，以下の

とおりである。 

・予備混合装置グローブボックス 

・均一化混合装置グローブボックス 

・造粒装置グローブボックス 

・回収粉末処理・混合装置グローブボックス 

・添加剤混合装置グローブボックス（２基） 

・プレス装置（プレス部）グローブボックス（２

基） 

 

(ヘ) 設計基準事故の評価の基本的な考え方 

設計基準事故の評価は，発生を想定する事故等の影響

を把握し，設備の健全性を確認し，対策の実施により事

故が収束することを確認するとともに，事故の収束まで

の大気中への放出量から，敷地境界における実効線量を

評価し，公衆に著しい放射線被ばくのリスク与えないこ

とを確認する。 

(１) 評価対象の整理及び評価項目の設定 

「(ロ) 設計基準事故の発生を想定する際の条件の

考え方」において考慮した事故の発生の条件をもと

に，事故評価を行う代表事例を選定し，安全設計の妥

当性を確認する。 

設計基準事故の評価を実施する代表事例は，「(ホ) 

事故の発生を想定する機器の特定結果」において整理

された情報を基に，設計基準事故として想定する機能

喪失の範囲，拡大防止対策等及び生じる環境条件を考

慮し選定する。 

設計基準事故の評価のために，評価項目を設定す

る。評価項目は，設計基準事故による放射性物質の放

出量及び敷地境界における実効線量とする。 

(２) 評価に当たって考慮する事項 

設計基準事故の評価では，以下の事項を考慮する。 

① 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する想

定 

「(１) 評価対象の整理及び評価項目の設定」にお

いて選定した代表事例にて想定される機能喪失を想定

して評価を実施する。 

また，拡大防止対策等の妥当性を確認するため

に，設計基準事故の評価が最も厳しくなる拡大防止

対策等の動的機器の単一故障を想定する。 

② 操作及び作業時間に対する想定 

設計基準事故の対処のうち，放射性物質の放出に

関連する対処に運転員の操作及び作業が必要である

場合は，それらの時間を適切に考慮する。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
③ 環境条件 

設計基準事故は内的事象としての起因として発生

を想定する。また，設計基準事故に対処するための

設備は自然現象等により機能を喪失しないこと及び

設計基準事故への対処については運転員による操作

を必要としないことから，自然現象等による影響は

考慮が不要である。 

④ 設計基準事故の評価の範囲 

設計基準事故の評価は，公衆に著しい放射線被ば

くのリスクを与えないことを確認するためのもので

あることから，発生した事故が収束するまでの間に

おける大気中への放出量から，敷地境界の実効線量

を評価する。 

⑤ 設計基準事故の評価に使用する計算プログラム 

設計基準事故の評価には，解析コードは使用しな

い。 

(３) 評価の条件設定 

① 評価の条件設定の考え方 

設計基準事故の評価の条件設定については，設計

値及び運転状態の現実的な条件を設定することを基

本とする。 

② 共通的な条件 

ａ．プルトニウム富化度 

ＭＯＸのプルトニウム富化度は運転管理の上限

値に基づき，ＭＯＸの形態ごとに以下のとおり設

定する。 

 
ｂ．プルトニウムの同位体組成 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質の仕

様及び取扱量については運転状態により変動し得

るが，吸入による被ばくが最も厳しくなる条件と

なるよう，再処理する使用済燃料の燃焼の条件及

び冷却期間をパラメータとして，燃料加工建屋外

へ放出するプルトニウムの同位体組成を以下のと

おり設定する。 

アメリシウム－241は，再処理後の蓄積を考慮

し，プルトニウム質量に対する比で 4.5％と設定

する。また，ウラン，不純物として含まれる核分

裂生成物等については，プルトニウム（アメリシ

ウム－241を含む。）に比べて，公衆の被ばくへ

の寄与が小さい。 

 
ｃ．インベントリ 

ＭＯＸのインベントリは，各グローブボックス

及び設備において取り扱う運転状態を基に設定す

る。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
具体的には，設計基準事故の発生を想定する各

グローブボックスで取り扱う粉末容器の運転管理

の上限値を適用する。 

 
※回収粉末処理・混合装置では，ＭＯＸ粉末を収納した状態

で２種類の粉末容器を同時に取り扱う場合がある。 

 

ｄ．事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割

合 

事故の影響を受ける割合及び気相に移行する割

合は，事故の特徴ごとに既往の知見を参考に設定

する。 

ｅ．大気中への放出過程における放射性物質の除染

係数 

配管，ダクト等を通じた流動がある場合の放出

過程における放射性物質の除染係数の設定の基本

的な考え方は，以下のとおりとする。 

(ａ) 放出経路 

流動がある場合のエアロゾルは，配管曲がり

部等への貫性沈着の効果が見込めるため，排気

系統の流路全体で，除染係数ＤＦ10を設定す

る。 

(ｂ) 高性能エアフィルタ 

高性能エアフィルタに関しては，通常時の環

境における健全な高性能エアフィルタ３段の除

染係数ＤＦ1011以上という測定試験結果がある。

また，多段フィルタシステムでは，後段のフィ

ルタほど捕集効率は低下するものの，除染係数

が最小となる粒径付近では，各段のフィルタの

捕集効率に大きな違いはなく，１桁も変わらな

いという報告もあることから，後段フィルタの

捕集効率の低下を考慮し，１段目：ＤＦ103，２

段目以降：102として，健全な高性能エアフィル

タ４段の除染係数を 109と想定する。 

ｆ．相対濃度 

地上高 10ｍ（標高 69ｍ）における 2013年４月
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
から 2014年３月までの１年間の観測資料を使用し

て求めた 8.1×10-5s/m3を用いる。 

なお，大気拡散の計算に使用する放出源は，排

気口の地上高さ及び排気口からの吹上げを考慮せ

ずにより厳しい評価となるよう地上放出とする。 

ｇ．呼吸率 

成人の活動時の呼吸率を 1.2m3/h(１)とする。 

ｈ．実効線量係数 

「ICRP Publication 72」(２)の実効線量係数を

用いる。ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱うＭＯＸは

不溶性の酸化物であることから，これに対応した

以下の実効線量係数を適用する。 

 

核種 実効線量係数（Sv/Bq） 

Ｐｕ－238 1.6×10-5 

Ｐｕ－239 1.6×10-5 

Ｐｕ－240 1.6×10-5 

Ｐｕ－241 1.7×10-7 

Ａｍ－241 1.6×10-5 

 

(４) 評価の実施 

設計基準事故の評価は，発生を想定する設計基準事

故の特徴を基に事故の進展を考慮し，大気中への放射

性物質の放出量による敷地境界の実効線量により評価

する。 

 

(ト) 設計基準事故の評価 

(１) 閉じ込め機能の不全の特徴 

火災が発生するためには，可燃物，着火源及び酸素

の燃焼の３要素が揃う必要がある。ＭＯＸ燃料加工施

設において，非密封のＭＯＸ粉末はグローブボックス

内で取り扱われており，グローブボックス内は窒素雰

囲気とすること，潤滑油が機器に収納されているこ

と，着火源がないこと等の火災の発生防止対策を講じ

ている。また，非密封のＭＯＸを取り扱うグローブボ

ックス及びグローブボックスが設置される工程室及び

工程室を取り囲む建屋はそれぞれグローブボックス排

気設備，工程室排気設備，建屋排気設備により換気さ

れ，それぞれ内側の圧力が低くなるよう設計してい

る。 

何らかの要因によってグローブボックス内で火災が

発生し，それが継続することによって，静置された状

態のＭＯＸ粉末が火災の影響を受け放射性エアロゾル

として，気相中に移行する。気相中に移行したＭＯＸ

粉末が，火災によるグローブボックス内の温度上昇に

伴う体積膨張によって，地下３階から地上階までＭＯ

Ｘ粉末が上昇する駆動力が生じ，グローブボックス排

気設備を経由して大気中に放出され，平常運転時より

も多量の放射性物質を大気中に放出する状態に至る。 

(２) 具体的対策 

グローブボックス内で発生した火災は，グローブボ

ックス天井部，グローブボックス排気口近傍及び潤滑

油近傍のいずれかのグローブボックス温度監視装置で

感知する。また，火災感知後はグローブボックス消火

装置により火災発生のグローブボックス全体に対して

消火ガスを自動で放出し，消火ガスに置換する。グロ

ーブボックス消火装置は負圧を維持しながら消火ガス

に置換するため，グローブボックス排風機が運転中に

グローブボックス消火装置が起動できるようインター

ロックを設ける設計である。グローブボックス消火装

置において消火ガスの放出と同時に，グローブボック

ス給気側のピストンダンパを閉止するとともに，消火

ガス放出完了時には，グローブボックス排気側に設置
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
する延焼防止ダンパを閉止する。これらにより，消火

ガスの放出時及び放出完了時におけるグローブボック

スへの空気の流入を制限し，グローブボックス内の負

圧を維持した状態にする。 

上記一連の対策は，いずれのグローブボックスにお

いても自動で行われる。 

グローブボックス温度監視装置が火災を感知した

ら，グローブボックス消火装置により，火災を感知し

たグローブボックスに対して消火ガスを自動で放出す

る。グローブボックス内に消火ガスを放出する際は，

グローブボックス排風機の運転を継続した状態で行う

ことにより，グローブボックス内の負圧を維持しなが

ら，グローブボックス内全体を早期に消火ガスに置換

する。このため，グローブボックス排風機の運転中に

グローブボックス消火装置が起動できるようインター

ロックを設ける設計である。 

グローブボックス内への消火ガスの放出時には，消

火ガスによりグローブボックス給気側に設置するピス

トンダンパを閉止する。また，グローブボックス内へ

の消火ガスの放出完了時には，グローブボックス排気

側に設置する延焼防止ダンパを閉止する。これらによ

り，グローブボックス内の消火時におけるグローブボ

ックス内への空気の流入を制限するとともに，消火ガ

ス放出完了後におけるグローブボックス内への空気の

流入の制限し，グローブボックス内の負圧を維持した

状態とする。 

設計基準事故に対処するための設備の系統イメージ

図を添７第２図に示す。 

(３) 評価 

① 代表事例 

閉じ込め機能の不全の発生の要因は，「(ホ) 事

故の発生を想定する機器の特定」で示したとおり，

技術的な想定を超えた，内的事象による火災の発生

防止対策の機能喪失及び異常事象として火災の発生

を想定することの組合せによるものである。 

このため，事故の発生を８基のグローブボックス

のうちのある１基のグローブボックスにおける閉じ

込め機能の不全の発生の要因が，ほかの７基のグロ

ーブボックスにおける火災の発生の起因とならない

ことから，複数のグローブボックスで同時に閉じ込

め機能の不全が発生することもない。 

そのため，設計基準事故の評価の各項目において

最も厳しい結果を与えるグローブボックスとして，

回収粉末処理・混合装置グローブボックスを代表と

して選定する。 

② 代表事例の選定理由 

設計基準事故として想定する潤滑油による火災

は，機器から漏えいした潤滑油がオイルパンに溜ま

り，オイルパン上で燃焼する火災となる。この火災

の状況は，オイルパン上の潤滑油の燃焼面積によ

り，様々な様態となり得る。このため，設計基準事

故の評価においては，潤滑油の量による火災の規模

及び燃焼形態に応じた大気中への放射性物質の放出

量の関連性は考慮せず，設計基準事故の発生を想定

する８基のグローブボックスのいずれにおいても同

様な燃焼をするものとして評価する。ただし，設計

基準事故の発生を想定する８基のグローブボックス

のいずれにおいても多量の潤滑油を有するものでは

なく，火災の規模は小さいことから，難燃性材料又

は不燃性材料を使用するグローブボックス自体が火

災により損傷することはない。 

拡大防止対策等のうち，発生した火災の感知を行

うグローブボックス温度監視装置，感知した火災を

消火するためのグローブボックス消火装置について
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
は，いずれのグローブボックスにおいても同じ設備

により自動で火災の感知及び消火を行う。 

また，拡大防止対策等のうち，大気中に放出され

る放射性物質の捕集を行う高性能エアフィルタは，

いずれのグローブボックスからの排気経路において

も，グローブボックス排気フィルタ及びグローブボ

ックス排気フィルタユニットによる高性能エアフィ

ルタ４段であり，対策としては同じである。 

以上より，設計基準事故の発生を想定するグロー

ブボックス内の機器が有する潤滑油量や，火災の発

生の感知から消火までが自動で行われることを考慮

すると，想定される火災の規模は小さく，火災が発

生したグローブボックスから隣接のグローブボック

スへ延焼することは考えられない。このため，火災

の影響は当該グローブボックス内に限定されること

が考えられる。 

また，いずれのグローブボックスにおいても，Ｍ

ＯＸ粉末の取扱いは，金属製の機器内におけるＭＯ

Ｘ粉末の混合，圧縮成形等の処理又は金属製の粉末

容器にＭＯＸ粉末を収納した状態における取扱いで

ある。 

グローブボックス内の火災の発生を想定しても，

金属製の機器内又は容器内に収納されたＭＯＸ粉末

が火災影響を受けることは想定しにくい。しかしな

がら，各グローブボックスにおいて取り扱う粉末容

器は粉末容器の上側に開口部を有した構造であり，

蓋をしない状態で取り扱うことから，粉末容器に収

納したＭＯＸ粉末については，火災影響を受けるこ

とを想定する。 

このため，設計基準事故の評価に当たり，代表と

なるグローブボックスは，蓋をしない状態の粉末容

器で取り扱うＭＯＸ粉末の量が最も多いグローブボ

ックスである。 

以上より，公衆への放射線被ばくのリスクの観点

で，グローブボックス内で取り扱う粉末容器中のプ

ルトニウム量が最も多いグローブボックスとして，

同時に２種類の粉末容器を取り扱うこともある回収

粉末処理・混合装置グローブボックスを代表事例と

して選定する。 

③ 設計基準事故の評価の考え方 

設計基準事故の評価は，火災の発生後，拡大防止

対策等であるグローブボックス温度監視装置及びグ

ローブボックス消火装置による火災の感知及び消火

を行うことにより放射性物質を大気中に放出する駆

動力がなくなることから，大気中への放射性物質の

放出に繋がる火災に係る対応が完了するまでの間に

大気中に放出される放出量を対象とし，拡大防止対

策等の機能により放射性物質の放出量が十分に低く

抑えられ，公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与

えないことを評価する。 

大気中への放射性物質の放出量の評価において

は，拡大防止対策等の妥当性を確認するために，評

価が最も厳しくなる拡大防止対策等の動的機器の単

一故障を想定する。 

また，グローブボックス内で火災が発生しても，

消火ガスの放出中はグローブボックス排風機の運転

により排気を維持し，グローブボックス内の負圧を

維持する。このため，発生した火災により圧力が上

昇したとしても，グローブボックス排風機によりグ

ローブボックスから排気されるため，火災による圧

力上昇は放射性物質の放出量の評価への影響はな

い。 

④ 事故の条件及び機器の条件 

拡大防止対策等に使用する主要な機器の条件を以
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
下に示す。 

ａ．閉じ込め機能の不全が発生するグローブボックス

内に存在するＭＯＸ粉末の状態 

グローブボックス内におけるＭＯＸ粉末の取扱い

は，機器又は粉末容器に収納された状態を想定す

る。 

ｂ．火災の感知及び消火 

火災の消火に使用するグローブボックス消火装置

の消火ガスは，対象となるグローブボックス全体を

窒息状態にするために必要な量を使用する。 

グローブボックス内の消火については，グローブ

ボックス排風機の運転を継続した状態でグローブボ

ックス内に消火ガスを放出することで，グローブボ

ックス内全体を早期に消火ガスに置換する。この

際，消火ガスの放出時にはピストンダンパを閉止す

ること及び消火ガスの放出完了時にはグローブボッ

クス排気側の延焼防止ダンパを閉止することによ

り，工程室雰囲気の流入等を制限し，グローブボッ

クス内の負圧を維持した状態とする。 

ｃ．拡大防止対策等の動的機器の単一故障の想定 

拡大防止対策等の妥当性の確認のために，設計基

準事故の評価が最も厳しくなる動的機器の単一故障

を想定する。「③ 設計基準事故の評価の考え方」

より，放射性物質の放出量の評価の観点では，大気

中への放出に至る駆動力を有する火災の消火までの

時間が長くなると，大気中への放射性物質の放出量

が大きくなる。このため，火災の感知機能及び火災

の消火機能に関係する全ての設備のうち，発生した

火災を感知してから消火完了となるまでの時間が最

も長くなる動的機器の単一故障を想定し，大気中へ

の放射性物質の放出量を評価する。 

「(２) 具体的対策」より，閉じ込め機能の不全

に使用する拡大防止対策等のうち，動的機器は，グ

ローブボックス温度監視装置，グローブボックス消

火装置，グローブボックス排風機，ピストンダンパ

及び延焼防止ダンパである。 

グローブボックス温度監視装置については，グロ

ーブボックス内に設置する火災感知器は多様性を有

している。また，安全上重要な施設のグローブボッ

クス内の潤滑油近傍にも火災感知器を設置する。こ

のため，火災感知器の単一故障を想定しても，他の

火災感知器により火災の感知が可能であるため，設

計基準事故の対処に時間遅れは生じない。 

グローブボックス消火装置については，消火ガス

の放出に必要な起動用ガスを２系統設けている。こ

のため，消火ガスの放出の起動用ガス系統の単一故

障を想定しても，もう一方の起動用ガス系統により

グローブボックス消火装置の起動が可能であるた

め，設計基準事故の対処に時間遅れは生じない。 

グローブボックス消火装置の消火ガスの放出の条

件となるグローブボックス排風機が起動しているこ

とをインターロックとしている。グローブボックス

排風機は多重化しており，運転中のグローブボック

ス排風機に対して単一故障を想定した場合でも，故

障を検知してもう一方のグローブボックス排風機が

自動で起動するため，グローブボックス消火装置に

よる消火は可能である。しかし，グローブボックス

排風機が起動するまでの間は，グローブボックス消

火装置の消火ガスの放出に必要な条件が成立しない

ため，設計基準事故の対処に時間遅れが生じる。 

ピストンダンパは，グローブボックス消火装置か

らの消火ガスを駆動源として閉止する機器である。

このため，想定する動的機器の単一故障の想定とし

てはグローブボックス消火装置と同じであり，グロ
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ーブボックス消火装置の消火ガスの放出の起動用ガ

ス系統の単一故障を想定しても，もう一方の消火ガ

スの放出の起動用ガス系統によりグローブボックス

消火装置の起動が可能であるため，設計基準事故の

対処に時間遅れは生じない。 

延焼防止ダンパは，機器の駆動部のガス系統を多

重化しており，延焼防止ダンパの閉止時には両系統

にガスを放出して閉止する。このため，延焼防止ダ

ンパの駆動部の単一故障を想定しても，もう一方の

ガス系統により延焼防止ダンパが駆動し延焼防止ダ

ンパは閉止するため，設計基準事故の対処に時間遅

れは生じない。 

以上より，火災の感知から消火完了までの時間が

最も長くなる単一故障として，火災の発生と同時

に，運転中のグローブボックス排風機の単一故障を

想定する。 

設計基準事故への対処に使用する設備について添

７第５表に示す。 

⑤ 操作の条件 

設計基準事故の対処は，発生した火災への対処と

して，グローブボックス温度監視装置及びグローブ

ボックス消火装置により，自動で火災の感知及び消

火が行われる。また，排気経路に設置するグローブ

ボックス排気フィルタ及びグローブボックス排気フ

ィルタユニットにより，放射性エアロゾルが捕集さ

れる。そのため，設計基準事故の対処として，運転

員による操作は必要としない。 

⑥ 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の

具体的な展開 

グローブボックス内のグローブボックス温度監視

装置の火災感知器による火災を感知した場合，直ち

にグローブボックス消火装置が起動する。この際，

火災の発生と同時に運転中のグローブボックス排風

機の故障を想定するが，自動で予備機のグローブボ

ックス排風機が起動することにより，グローブボッ

クス消火装置の起動の条件が成立し，グローブボッ

クス内に消火ガスを放出によりグローブボックス内

の火災は消火される。これら一連の火災の感知から

消火までの時間を６分とする。 

グローブボックス消火装置から消火ガスを放出し

ている間はグローブボックス排風機が運転し，グロ

ーブボックスから排気していることから，グローブ

ボックス内の気相中に移行した放射性エアロゾル

は，グローブボックスの給気側に逆流することはな

い。 

大気中への放射性物質の放出量は，火災が発生し

たグローブボックスに内包するＭＯＸ粉末量に対し

て，火災の影響を受ける割合，火災によりＭＯＸ粉

末がグローブボックス内の気相中に移行する割合及

び大気中への放出経路における除染係数の逆数を乗

じて算出する。 

また，算出した大気中への放射性物質の放出量

に，相対濃度，呼吸率及び各核種の実効線量係数を

乗じて，敷地境界における実効線量を算出する。 

以下に，代表とした回収粉末処理・混合装置グロ

ーブボックスにおける閉じ込め機能の不全の大気中

への放射性物質の放出量評価の条件を示す。 

ａ．グローブボックスに内包する放射性物質量 

火災による影響を考慮するＭＯＸ粉末は，蓋の

ない粉末容器に収納したＭＯＸ粉末であることか

ら，粉末容器に収納したＭＯＸ粉末の量とする。 

回収粉末処理・混合装置グローブボックス内で

取り扱う粉末容器として，Ｊ60及びＪ85があり，

これら２種類の粉末容器を同時に取り扱うことも
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ある。このため，グローブボックス内の火災の影

響を受けるＭＯＸ粉末量としては，Ｊ60（65kg･Ｍ

ＯＸ，プルトニウム富化度33％）及びＪ85（90 

kg･ＭＯＸ，プルトニウム富化度18％）の合計量で

ある，33.2kg･Ｐｕと設定する。 

ｂ．火災の影響を受ける割合 

グローブボックス内で発生する火災により影響

を受ける割合は，上記①で設定したグローブボッ

クス内で取り扱う粉末容器中のＭＯＸ粉末の全量

が火災の影響を受けると想定し，１と設定する。 

ｃ．火災に伴い粉末容器から気相中に移行する放射

性物質の割合 

火災によるＭＯＸ粉末の気相への移行について

は，火災の熱で生じる上昇気流を駆動力とし，こ

の上昇気流と触れるＭＯＸ粉末表面から気相中へ

移行していく現象と整理できる。４種類のプルト

ニウム粉末を用い，温度と風速をパラメータとし

た文献(３)によると，最も気相中への移行率が高い

のは，風速100cm/sでシュウ酸プルトニウムを

700℃で１時間加熱した場合において，試験装置を

構成するフィルタ及びライナーへの付着量が約

１％/hとの実験結果が得られている。 

一方，最も潤滑油量が多い造粒装置グローブボ

ックスの火災時の熱気流上昇速度について文献(３)

で示された式で求めると，流速約６ｍ/sとの結果

が得られた。 

上記の実験において確認されている流速は，粉

末が火災源直上にある状態での値であるのに対

し，実機では火災源の直上に粉末容器はないため

直接火炎にさらされることはなく，さらに，粉末

容器の形状を踏まえると，開口部が限定されてお

り，気流の影響を受けにくいため，実機での粉末

容器の位置関係と実験での条件との違いを踏ま

え，火災影響によるＭＯＸ粉末の気相中への移行

率として１ｍ/sの流速による移行率である１％/h

を用いる。 

消火が完了するまでの時間については，運転中

のグローブボックス排風機の単一故障による系統

切替の時間を１分，グローブボックス消火装置に

よる消火ガスの放出による消火が完了するまでが

５分であることから，６分と設定する。 

以上より，グローブボックス内の気相中に移行

する割合を10-3と設定する。 

ｄ．大気中への放出経路における除染係数 

火災に伴いグローブボックス内の気相中に移行

した放射性エアロゾルは，グローブボックス排風

機を運転した状態で消火ガスを放出することか

ら，グローブボックス排気フィルタ及びグローブ

ボックス排気フィルタユニットによる高性能エア

フィルタを介して，グローブボックス排気設備を

経由して大気中へ放出されることを想定する。 

放出経路であるグローブボックス排気設備のグ

ローブボックス排気ダクトは，長く，屈曲部を多

数有しているため，ダクト内への放射性エアロゾ

ルの沈着による除染係数は10とする。 

経路上の高性能エアフィルタは，１段当たり103

以上（0.15μmDOP粒子）の除染係数を有し，グロ

ーブボックス排気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタユニットにより，合計４段で構成す

る。また，通常時の環境における健全な高性能エ

アフィルタ３段の除染係数は1011以上という測定

試験結果(４)があることから，高性能エアフィルタ

４段の除染係数は109とする。 

⑦ 判断基準 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
設計基準事故時において，公衆に対して著しい放

射線被ばくのリスクを与えないこととし，敷地周辺

の公衆の実効線量の評価値が発生事象当たり５mSvを

超えなければリスクは小さいと判断する。 

 

(チ) 評価の結果 

評価の結果，敷地境界の実効線量は，約5.6×10-8mSv

であることから，拡大防止対策及び影響緩和対策であ

る，火災の感知及び消火並びに消火ガス放出時の高性能

エアフィルタを通じた経路からの燃料加工建屋外への排

気によって，回収粉末処理・混合装置グローブボックス

における閉じ込め機能の不全により，敷地周辺の公衆の

実効線量の評価値が５mSvを超えることはなく，公衆に

著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

回収粉末処理・混合装置グローブボックスにおける閉

じ込め機能の不全による大気中への放射性物質の放出量

の計算結果を添７第６表に示す。 

放射性物質が大気中へ放出されるまでの過程を添７第

３図に示す。 

本事象が，閉じ込め機能の不全のうち，実効線量が最

大となる事象であることから，閉じ込め機能の不全に係

る他の事象においても，公衆に著しい放射線被ばくのリ

スクを与えることはない。 
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